
墨田区地区会館条例を廃止する条例を公布する。 

  令和２年１２月１０日 

 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区条例第４１号 

  



   墨田区地区会館条例を廃止する条例 

 墨田区地区会館条例（昭和４２年墨田区条例第１３号）は、廃止する。 

   付 則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 


